
　これからの時季は空気が乾燥し、また、暖房器具な

ど火の取扱いが始まるため、全国的に火災が起こり

やすくなります。みなさんもこの運動を機会に今一度、

身近な防火・防災について考えましょう！

●住宅用火災警報器の設置位置を確かめましょう！

　住宅用火災警報器は※正しい場所に設置すると 

　第４回甲賀市議会定例会が令和４年８月３０日から９月３０日までの期間で開催されました。

　市が提案した２8件の議案は全て認定、適任、可決されました。詳細は、市ホームページ「甲賀市議会」

のページに掲載しています。

 市ホームページ

▲

●募集定員　2０人（先着順）

● 参加対象　市内で創業をめざす女性、創業後間も

ない女性

●受講料　無料

● 申込方法　甲賀市商工会ホームページ内の申込用

フォームからお申込みください。

●申込締切　１１月１５日（火）

 申し込みフォーム

▲

●出展企業・事業所募集

　結婚や出産等で離職し、市内で再就職を希望する

女性を対象とした市内企業・事業所との合同就職面接

会を開催します。

　この女性活躍推進のためのお仕事フェアに出展を

希望される企業・事業所を募集します。

●対象企業・事業所

　市内に就業場所を有し、参加求職者を採用予定の

企業であり、ハローワークに求人申込みをしている市

内のイクボス宣言企業、女性活躍推進企業、えるぼし

認定企業、ワークライフバランス推進企業、くるみん

認定企業

女性活躍推進のためのお仕事フェア
お仕事セミナー＆合同就職面接会

宝くじ助成でまちづくり
～甲賀町鳥居野区～

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

11月９日（水）から15日（火）まで

令和４年秋の火災予防運動を実施します

女性のための創業セミナー（実践編）

令和４年 第４回甲賀市議会定例会
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●問合せ：商工労政課　女性活躍推進室　 Tel ６９-２１８９　 Fax６３-４０８７

●問合せ：市民活動推進課　 Tel ７０‐６０３２　 Fax７０‐６０４６

●問合せ：甲賀広域行政組合　消防本部予防課　 Tel 63-7932　 Fax 63-7940

●問合せ：甲賀市商工会　甲賀ビジネスサポートセンター　 Tel ７８-０７７０　 Fax８６-５８１８

●問合せ：総務課　総務統計係　 Tel 6９‐２１２０　 Fax６３‐４０８６

●日時　令和５年１月１２日（木）

　１０時００分～１３時３０分（受付開始９時３０分）

●場所　碧水ホール

●募集期間

　１１月4日（金）から１１月17日（木）まで

●出展企業数　12社【先着順】

《福祉系（介護・医療・保育）職種求人募集企業5社、 

その他の企業7社》

※次の場合は、事業の開催を中止する場合があります。

◦ 新型コロナウィルス感染症の拡大、災害、天候等の

状況により開催が困難な場合

◦出展企業数が５社に満たない場合

◦参加求職者の事前申込人数が僅少の場合

※ 応募方法等詳細は、市ホームページでご

確認ください。 市ホームページ

▲

※ 出展決定企業・事業所は、１２月7日（水）開催予定の

事前説明会にご出席いただきます。フェア当日の詳

細は、事前説明会でお知らせします。

女性活躍推進のためのお仕事フェア

　創業をめざす女性、創業後間もない女性のためのセ

ミナーを開催します。「仕事と家庭のバランス調整って

難しい？」「ＳＮＳでたくさんの人に見てもらうにはどん

な投稿がいい？」「創業したいけどどれくらいお金が必

要なんだろう・・・」そんな創業する時に知っておきたい

疑問を、参加者同士が交流しながら学びます。女性講

師によるやさしい解説やアドバイスを通して、あなたの

「もやもや」を「なるほど！」に変えてみませんか。

●日時　１１月２１日（月）・１１月２５日（金）・１１月３０日（水）

　いずれも９時３０分～１２時

●場所　サントピア水口（甲賀市勤労青少年ホーム）

　甲賀市水口町北内貴１番地１

　令和４年度コミュニティ助成事業（一般コミュニティ助成）で甲賀町鳥

居野区が採択を受けられました。今後、地域活動の充実のため、左記の

備品を活用されます。

※ コミュニティ助成事業は、住民が行う区・自治会活動の支援と宝くじ

の普及広報を目的に、宝くじの収益金の一部を財源として区・自治会

等に助成されるものです。

■鳥居野区　助成金額　２００万円

　テーブル３４台、椅子６８脚、椅子台車３台

　生活や暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯等に対して緊急支援給付金を支給します。（給付額：１世帯あたり５万円）

ともに、「いざ」というときに適切に作動するよう、定期

的に点検・清掃し、確実に作動する状態にしておきま

しょう。また、住宅用火災警報器は古くなると電子部

品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなるこ

とがあるため、設置後10年を目安に取り替えましょう。

※ 正しい場所とは…甲賀市・湖南市 

では、「寝室」と「階段（寝室が２階以上

にある場合）」に設置が必要です。

①住民税非課税世帯 ②家計急変世帯

対象者

基準日（令和４年９月３０日）において世帯全員の令

和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

※ 住民税が課税されている者の扶養親族等の

みからなる世帯を除く。

①のほか、令和４年１月から１２月までの間で

予期せず家計が急変し、①の世帯と同様の事

情にあると認められる世帯。

給付額 １世帯あたり５万円 １世帯あたり５万円

申請方法

１．対象世帯に確認書を郵送します

２． 内容を確認し、確認書を返送してください。

※確認書発送時期は１1月中旬予定

申請書及び必要書類を郵送または窓口に提

出してください。

申請期限 令和５年１月３１日（火） 令和５年１月３１日（火）

受付窓口
地域共生社会推進課および土山、甲賀、甲南、

信楽地域市民センターの５か所
生活支援課

問合せ
地域共生社会推進課

Tel ６９－２１５７　 Fax ６３－４０８５

生活支援課

Tel ６９－２１５８　 Fax ６３－４０８５

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず開催を

中止またはオンラインでの開催に変更する場合があります。

お申込みの際はあらかじめご了承ください。

▲整備された会議室の備品

出展企業募集

E-mail fd-yobo@koka-koiki.jp　 組合ホームページ https://www.koka-koiki.jp

～2022年度全国統一防火標語～

お出かけは マスク戸締り 火の用心
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